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天
狗
諸
生
の
乱
と
那
珂
町 

宮  

沢 
 

正  

純 

一 幕
末
の
水
戸
藩
に
起
っ
た
「
天
狗
・
諸
生
」
の
内
訌
は
支
配
層
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
私
達
に
身
近
な
郷
村
の

人
々
を
巻
き
込
み
、
領
内
に
と
ど
ま
ら
ず
全
国
的
規
模
の
大
騒
動
と
な
っ
て
い
っ
た
。
村
内
の
人
々
は
対
立
し
、
互

に
自
分
達
の
行
動
を
「
正
義
」
に
よ
る
も
の
と
主
張
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
事
で
あ
っ
た

の
か
。
具
体
的
に
ど
ん
な
行
動
に
出
た
か
。
後
世
に
残
し
た
影
響
は
何
か
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。
特
に
当

町
域
に
は
両
派
共
に
参
加
者
が
多
く
、
現
在
も
そ
の
関
係
者
を
知
る
事
が
で
き
る
。
だ
が
歴
史
的
に
正
確
に
判
断
で

き
る
情
報
が
伝
わ
っ
て
い
る
と
は
筆
者
に
は
思
わ
れ
な
い
。
理
解
が
行
き
届
か
ず
、
間
違
っ
た
伝
承
や
疑
問
を
ま
ね

く
様
な
事
柄
が
語
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
不
明
確
な
点
を
あ
き
ら
か
に
し
、
そ
れ
ら
を
解
明
し
て
訂
正
し
、
こ

の
事
件
の
正
統
な
位
置
付
と
性
格
、
関
係
者
の
立
場
を
示
そ
う
と
思
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
更
に
今
ま
で
隠
さ
れ

て
い
た
記
録
や
伝
承
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
き
、
新
た
な
視
点
さ
え
も
発
生
す
る
こ
と
を
願
っ
た
。 

や
が
て
こ
の
対
立
が
武
力
抗
争
と
し
て
全
国
的
な
軍
事
行
動
と
な
る
と
、
幕
藩
体
制
下
の
各
藩
の
多
く
が
意
外
に

弱
い
軍
備
力
で
あ
っ
た
事
を
暴
露
し
て
い
く
。
地
域
の
歴
史
を
見
る
目
を
変
え
、
全
国
的
視
野
か
ら
「
騒
動
」
を
な

が
め
る
事
も
、
事
件
の
分
析
に
必
要
な
条
件
な
の
で
あ
る
。 

水
戸
領
に
朋
党
が
発
生
す
る
の
は
、
八
代
藩
王
徳
川
斉
修
の
継
嗣
問
題
か
ら
で
あ
る
。
保
守
的
な
門
閥
重
臣
層
は

将
軍
家
斉
の
実
子
を
迎
え
ん
と
し
、
中
・
下
土
層
は
血
脈
の
上
か
ら
も
名
分
上
か
ら
も
そ
の
弟
敬
三
郎
を
押
し
た
。

両
派
の
対
立
が
激
化
す
る
な
か
斉
修
の
意
志
と
の
事
で
敬
三
郎
が
襲
封
し
、
九
代
藩
主
斉
昭
が
誕
生
し
た
。
し
か
し
、

こ
の
決
定
が
な
さ
れ
る
証
と
な
っ
た
諸
記
録
は
、
現
存
す
る
史
料
を
含
め
て
斉
昭
が
擁
立
さ
れ
た
後
に
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
。
敗
れ
た
重
臣
派
に
有
利
な
主
張
の
基
と
な
る
べ
き
史
料
は
皆
無
に
近
い
と
い
う
情
況
で
あ
る
。
こ
の
点

は
実
は
両
派
の
争
い
の
奥
深
い
激
し
さ
と
共
に
、
勝
者
は
一
面
の
み
の
記
録
を
残
す
事
が
で
き
る
と
い
う
実
例
で
あ

る
。
後
世
の
者
が
、
一
つ
の
事
象
を
考
察
す
る
時
、
基
と
な
る
史
料
、
つ
ま
り
残
さ
れ
て
い
た
記
録
類
に
は
あ
る
操

作
が
な
さ
れ
た
も
の
が
多
い
と
い
う
事
で
あ
る
。 

天
狗
・
諸
生
の
闘
争
の
結
末
は
、
天
狗
の
勝
利
に
終
わ
り
現
在
も
そ
の
状
態
が
続
い
て
い
る
。
残
さ
れ
た
記
録
も

天
狗
側
に
立
っ
た
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
。
だ
が
逆
の
史
料
も
あ
り
、
解
釈
に
よ
っ
て
、
史
料
は
よ
り
一
層
活
用
で

き
る
。
私
達
も
抗
争
に
つ
い
て
考
え
る
時
、
自
己
の
判
断
を
も
っ
て
評
価
し
た
い
。
そ
の
時
に
参
考
と
な
る
情
報
の

一
端
に
で
も
な
れ
ば
と
思
っ
て
以
下
両
派
の
発
生
か
ら
行
動
、
実
態
に
ふ
れ
て
い
く
。
更
に
、
こ
の
地
方
に
お
い
て

の
両
派
の
参
加
者
と
そ
の
行
動
を
追
い
、
本
格
的
町
史
編
さ
ん
の
参
考
に
供
せ
れ
ば
幸
と
思
っ
て
い
る
。 

二 斉
昭
は
襲
封
し
た
時
三
○
歳
で
あ
っ
た
。
人
生
経
験
豊
富
な
そ
の
判
断
と
実
行
力
は
充
分
に
先
を
読
ん
で
行
わ
れ

た
。
幼
少
よ
り
英
明
の
評
高
く
、
実
際
に
行
っ
た
治
政
に
も
す
ぐ
れ
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
反
面
、
指
導
者
と
し
て

は
個
性
が
強
く
、「
烈
公
」
の
諡
が
ふ
さ
わ
し
い
行
動
派
で
、
ブ
レ
ー
ン
ト
ラ
ス
ト
と
共
に
歩
む
と
い
う
よ
り
は
、

そ
れ
を
率
い
て
行
動
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。 

長
い
部
屋
住
の
頃
か
ら
藩
政
改
革
の
意
欲
が
あ
っ
た
斉
昭
自
身
が
、
そ
の
目
的
実
現
の
為
足
元
を
固
め
る
と
し
て

抜
擢
し
た
の
は
、
現
状
の
保
守
的
藩
政
に
批
判
を
持
っ
て
い
た
者
達
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
当
然
中
・
下
土
層
出
身
の

自
分
を
擁
立
し
て
く
れ
た
人
達
で
あ
っ
た
。
彼
ら
が
天
保
期
か
ら
始
ま
っ
た
藩
政
改
革
、
い
わ
ゆ
る
天
保
改
革
の
推

進
役
と
な
り
「
改
革
派
」
と
称
さ
れ
た
斉
昭
派
集
団
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
反
対
乃
至
慎
重
論
を
も
っ
て
臨
ん
だ
の
が
、

反
斉
昭
派
と
な
る
門
閥
重
臣
層
で
あ
っ
た
。
郷
村
に
お
い
て
も
両
派
に
つ
な
が
る
人
々
が
発
生
し
、
対
立
し
て
く
る
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が
、
そ
れ
は
村
々
で
も
改
革
が
進
む
に
つ
れ
て
、
そ
れ
へ
の
対
応
や
受
け
取
り
方
の
違
い
か
ら
と
、
村
内
の
勢
力
争

い
の
結
果
で
あ
る
。 

次
に
、
斉
昭
ら
改
革
派
が
行
っ
た
政
治
の
な
か
で
郷
村
に
お
い
て
対
立
が
生
ま
れ
る
原
因
と
な
る
政
策
に
触
れ
て

い
く
。 

ま
ず
郡
制
に
つ
い
て
述
べ
る
。
領
民

が
藩
か
ら
様
々
の
命
を
受
け
る
窓
口
は
、

郡
奉
行
所
で
あ
る
。
水
戸
藩
の
郡
奉
行

職
は
初
め
は
重
臣
が
就
任
し
、
配
下
に

手
代
を
置
き
所
轄
の
民
政
を
取
り
扱
っ

た
。
郡
制
は
三
郡
か
ら
五
郡
、
四
郡
と

な
り
以
後
数
回
の
変
遷
が
あ
っ
た
。
奉

行
所
が
郡
内
に
お
か
れ
、
奉
行
が
そ
こ

に
在
中
し
て
執
務
し
た
の
は
享
和
二
年

（
一
八
○
二
）
か
ら
の
十
一
郡
時
代
だ
け

で
あ
っ
て
、
他
は
奉
行
所
は
城
下
に
纏

め
ら
れ
て
い
た
。
天
保
改
革
で
は
、
郡

は
最
終
的
に
東
、
西
、
南
、
北
の
名
で

呼
ば
れ
る
四
郡
に
定
め
ら
れ
た
。
郡
奉

行
所
こ
そ
水
戸
に
あ
っ
た
が
各
郡
は
独

立
し
た
機
能
と
機
構
を
持
ち
、
地
域
に

応
じ
た
達
し
が
廻
る
場
合
も
あ
っ
た
。

更
に
奉
行
の
職
に
あ
る
人
物
の
思
想
、

行
動
は
、
そ
の
所
轄
民
に
大
き
な
影
響

を
与
え
、
郷
民
も
郡
奉
行
を
通
じ
て
中

央
政
庁
の
役
人
へ
つ
な
が
リ
を
持
っ
て

い
っ
た
。
当
地
域
は
、
こ
の
郡
制
上
で

は
他
の
市
町
村
と
は
異
な
る
持
徴
を
持
っ
た
。
図
（
Ⅰ
）
で
そ
の
区
域
を
示
し
た
が
、
東
、
西
、
北
三
郡
の
接
点

で
あ
り
、
郡
奉
行
所
の
管
轄
が
異
な
る
所
と
し
て
、
当
時
、
行
政
上
こ
の
三
箇
所
は
ま
っ
た
く
別
の
性
格
を
持
っ
て

い
た
。
こ
れ
は
明
治
期
ま
で
続
く
為
、
江
戸
期
の
姿
を
追
う
時
の
重
要
な
観
点
と
な
る
。
特
に
幕
末
の
混
乱
期
に
は

奉
行
の
交
代
が
激
し
く
、
そ
の
指
揮
も
強
力
で
あ
っ
た
。
結
局
、
そ
れ
は
郡
民
の
行
動
を
も
大
き
く
左
右
し
た
。
全

体
的
に
述
べ
れ
ば
、
奉
行
職
に
は
斉
昭
派
の
し
か
も
か
な
り
指
導
力
の
強
い
者
が
就
任
し
た
期
間
が
長
か
っ
た
の
で
、

郷
士
、
村
役
人
級
の
人
々
が
強
く
そ
れ
ら
に
結
び
つ
く
と
、
一
般
郷
民
は
そ
の
指
揮
を
受
け
る
場
合
が
多
く
な
っ
た
。

勿
論
こ
の
反
発
で
、
反
斉
昭
派
と
な
る
郷
士
以
下
の
人
々
も
存
在
し
て
い
っ
た
。 

つ
い
で
検
地
に
つ
い
て
述
べ
る
。
改
革
派
は
全
領
の
検
地
実
施
を
計
画
し
た
。
そ
の
準
備
が
進
み
、
村
々
に
改
革

掛
が
お
か
れ
た
。
庄
屋
、
組
頭
の
村
役
人
の
外
、
更
に
郷
役
人
、
老
農
な
ど
新
た
な
役
が
設
け
ら
れ
た
。
い
ず
れ
も

改
革
を
進
め
る
役
で
、
当
町
で
は
菅
谷
の
横
須
賀
勘
兵
衛
が
郷
役
人
に
任
じ
ら
れ
た
。
協
力
者
の
中
で
も
、
そ
の
働

き
に
よ
っ
て
は
郷
士
の
格
式
が
与
え
ら
れ
た
。
以
前
か
ら
水
戸
領
に
あ
っ
た
旧
族
郷
士
、
献
金
郷
士
と
は
又
異
な
っ

た
郷
士
層
の
誕
生
で
、
格
、
列
、
並
の
等
級
と
一
代
～
代
々
ま
で
の
区
別
が
あ
っ
た
。
斉
昭
に
近
い
郷
士
と
、
あ
る

距
離
を
置
い
た
郷
士
、
そ
し
て
村
役
人
層
、
庶
民
層
が
存
在
し
た
。 

特
に
郷
士
は
武
士
と
し
て
軍
事
的
任
務
が
あ
っ
た
。
居
村
を
含
め
数
村
の
猟
師
の
指
揮
権
を
も
っ
て
い
た
の
で
、

合
戦
の
時
は
強
力
な
軍
団
を
率
い
た
。
軍
事
訓
練
で
あ
る
追
鳥
狩
へ
も
動
員
さ
せ
ら
れ
た
。
郷
士
へ
の
命
は
郡
奉
行

所
か
ら
直
接
達
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
は
「
郷
士
御
用
留
」、「
隠
密
御
用
留
」
な
ど
と
称
さ
れ
、
一
般
の
「
御
用
留
」

図Ⅰ天保期の水戸藩郡別及び旧村別尊攘派数 

「水戸藩士百石以上知行割」より作成 

(1) 
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と
は
別
の
形
で
現
存
し
て
い
る
例
が
多
い
。 

検
地
の
結
果
、
領
地
の
整
備
も
進
ん
だ
が
当
地
方
で
は
、
額
田
が
東
、
南
、
北
に
分
村
、
豊
喰
が
豊
喰
新
田
村
に
、

中
岡
、
磯
崎
が
鹿
島
村
と
な
り
、
一
部
の
地
区
が
入
れ
換
え
ら
れ
、
現
在
の
大
字
に
あ
た
る
村
々
の
領
域
が
定
ま
っ

た
。 寺

社
改
革
に
つ
い
て
も
述
べ
て
お
こ
う
。
こ
の
改
革
の
協
力
者
へ
も
郷
士
格
が
与
え
ら
れ
た
．
こ
の
項
に
つ
い
て

は
神
官
、
修
験
と
僧
侶
の
対
立
に
も
及
ぶ
の
で
一
括
し
て
述
べ
る
。
水
戸
領
は
か
つ
て
光
國
の
時
に
も
寺
院
整
理
を

行
っ
た
が
、
斉
昭
の
時
は
彼
み
ず
か
ら
「
領
内
の
仏
教
を
無
く
し
い
ず
れ
神
国
と
す
る
」
意
気
込
み
で
あ
っ
た
。
寺

院
を
潰
す
反
面
、
神
宮
ら
を
優
遇
し
た
。
寺
社
奉
行
の
職
権
も
増
大
し
、
奉
行
職
に
斉
昭
派
の
有
力
者
が
就
任
し
た
。

僧
籍
に
あ
る
者
に
対
し
て
神
職
は
、
改
革
派
の
一
翼
を
に
な
っ
て
追
鳥
狩
に
も
参
加
し
た
。
水
戸
領
に
は
連
と
い
う

神
宮
ら
の
結
合
が
あ
っ
た
。
七
連
あ
っ
た
そ
れ
ら
の
内
に
当
地
域
で
は
、
中
台
（
鈴
木
竜
男
＝
安
政
期
）、
菅
谷
（
和

田
力
平
）
は
府
下
連
、
鴻
巣
（
鷲
尾
金
吾
）、
福
田
（
今
瀬
長
門
）
、
飯
田
（
那
地
原
東
之
介
）
が
河
西
連
、
米
崎
（
海

後
大
和
）
、
堤
（
多
賀
野
丹
後
）、
額
田
（
白
石
陸
奥
）
が
小
沢
連
で
あ
っ
た
。
追
鳥
狩
の
編
成
は
連
ご
と
に
異
な
っ

て
い
た
が
、
神
宮
ら
の
結
束
は
固
か
っ
た
。
又
彼
ら
は
各
地
の
郷
校
の
行
事
に
参
加
し
、
そ
の
力
を
充
分
に
発
展
し

て
い
っ
た
。 

斉
昭
ら
改
革
派
は
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
改
革
を
行
っ
た
。
す
べ
て
を
述
べ
る
事
は
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
大

な
り
小
な
り
の
影
響
が
郷
村
に
及
ん
だ
。
こ
の
改
革
は
急
進
的
に
強
力
に
、
反
対
派
を
押
し
つ
ぶ
し
て
進
め
ら
れ
た
。

そ
の
結
果
、
反
斉
昭
派
は
結
束
を
強
め
、
弘
化
元
年
（
一
八
四
四
）
つ
い
に
幕
閣
を
動
か
し
、
斉
昭
は
失
脚
し
て
蟄

居
・
謹
慎
を
命
じ
ら
れ
た
。
改
革
派
は
後
退
し
、
反
斉
昭
派
が
逆
に
藩
の
要
職
に
就
き
実
権
を
握
る
と
、
村
々
に
お

い
て
の
対
立
も
逆
転
し
、
反
斉
昭
派
が
村
政
の
実
権
を
握
っ
た
。 

こ
の
時
に
注
目
さ
れ
て
く
る
の
が
結
城
寅
寿
に
従
う
よ
う
に
な
る
人
々
で
あ
る
。
寅
寿
自
身
は
斉
昭
に
見
い
出
さ

れ
、
引
き
立
て
ら
れ
た
。
藤
田
東
湖
ら
斉
昭
派
幹
部
に
も
信
任
厚
く
、
旧
家
の
出
と
い
う
家
柄
に
よ
っ
て
出
世
も
早

か
っ
た
。
だ
が
改
革
を
進
め
な
が
ら
こ
の
政
変
で
彼
の
み
処
罰
を
受
け
な
か
っ
た
為
、
改
革
派
は
こ
ぞ
っ
て
こ
の
事

変
が
寅
寿
の
陰
謀
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
事
と
曲
解
し
た
。
寅
寿
が
一
部
重
臣
や
中
間
層
に
人
望
が
あ
っ
た
事
、
一
党

の
指
導
者
た
る
力
量
が
あ
っ
た
事
は
確
か
で
あ
っ
た
が
、
彼
一
人
で
こ
う
し
た
変
革
を
起
こ
せ
る
力
も
場
合
で
も
な

か
っ
た
。
嘉
永
四
年
に
下
江
戸
の
庄
衛
門
が
郷
士
に
な
る
が
こ
の
為
か
ど
う
か
現
在
不
明
で
あ
る
。 

こ
の
弘
化
元
年
か
ら
、
斉
昭
の
宥
免
運
動
が
始
ま
り
、
郷
村
か
ら
も
江
戸
へ
よ
り
各
方
面
へ
歎
願
し
た
り
（
水
戸

で
は
一
般
民
衆
ま
で
を
含
め
人
々
が
こ
ぞ
っ
て
江
戸
へ
出
る
事
を
「
南
上
」
と
か
「
南
発
」
と
呼
ん
だ
）
、
東
奔
西

走
し
斉
昭
の
為
に
行
動
し
た
人
々
が
出
た
。
郷
士
、
神
官
、
村
役
人
層
が
多
か
っ
た
が
、
当
地
方
の
関
係
者
に
つ
い

て
は
後
述
す
る
尊
攘
派
の
人
々
の
履
歴
の
な
か
で
述
べ
て
い
く
。 

弘
化
～
嘉
永
期
の
中
頃
ま
で
の
水
戸
藩
内
の
抗
争
は
、
斉
昭
に
も
阿
部
正
弘
の
よ
う
な
幕
閣
内
の
理
解
者
が
い
た

し
、
又
同
派
あ
げ
て
の
運
動
の
結
果
、
朝
廷
を
始
め
と
す
る
各
方
面
の
援
助
も
あ
っ
て
、
や
や
斉
昭
派
の
巻
き
返
し

を
示
し
つ
つ
小
康
状
態
を
保
っ
て
い
た
。
こ
の
時
、
大
き
な
変
動
を
与
え
た
の
が
、
外
国
勢
の
日
本
接
近
で
あ
っ
た
。

ペ
リ
ー
来
航
を
頂
点
と
し
た
こ
の
時
勢
の
変
化
は
、
再
び
「
水
戸
の
隠
居
」
と
そ
の
「
攘
夷
論
」
を
必
要
と
し
て
き

た
。
斉
昭
は
幕
政
へ
参
加
し
、
攘
夷
を
主
張
し
た
。
勿
論
水
戸
藩
庁
も
斉
昭
派
＝
尊
皇
攘
夷
派
が
再
び
要
織
を
占
め
、

そ
の
変
化
は
村
役
人
ま
で
及
ん
だ
。
反
斉
昭
派
は
厳
し
く
処
罰
さ
れ
弾
圧
を
受
け
る
が
、
斉
昭
派
へ
の
反
発
も
増
大

し
、
人
々
の
心
に
深
い
傷
跡
を
残
し
て
い
っ
た
。
郷
村
に
お
け
る
対
立
も
、
そ
れ
は
お
互
い
に
許
す
事
の
で
き
な
い

政
争
で
あ
り
、
負
け
れ
ば
日
陰
者
の
生
涯
で
あ
っ
た
。 

斉
昭
も
や
が
て
「
攘
夷
」
の
不
可
能
を
悟
り
、
幕
政
か
ら
身
を
引
き
、
主
力
を
「
水
戸
」
の
改
革
に
そ
そ
ぎ
、
幕

府
補
佐
と
攘
夷
実
行
の
為
と
し
て
強
力
に
武
備
の
充
実
を
目
論
み
、
よ
り
一
層
反
対
派
を
押
え
つ
け
た
。
更
に
安
政

二
年
（
一
八
五
五
）
に
起
っ
た
江
戸
中
心
の
大
地
震
は
水
戸
藩
に
も
大
き
な
打
撃
を
与
え
た
。「
両
田
」
の
圧
死
で

あ
る
。
改
革
派
―
尊
攘
派
の
中
心
的
指
導
者
で
斉
昭
の
良
き
同
志
で
あ
っ
た
藤
田
東
湖
と
戸
田
蓬
軒
は
、
「
両
田
」

と
称
さ
れ
、
隠
健
な
考
え
の
為
に
反
対
派
に
も
人
望
が
あ
っ
た
。
こ
の
機
に
反
斉
昭
派
は
勢
力
の
盛
り
返
し
を
計
る

(2) 
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と
、
斉
昭
派
は
こ
れ
に
対
応
、
憎
し
み
の
処
分
を
行
っ
た
。 

ま
ず
結
城
派
の
人
々
に
対
し
て
そ
れ
は
下
さ
れ
た
。
す
で
に
寅
寿
は
嘉
永
六
年
に
不
忠
不
義
と
さ
れ
、
長
倉
の
松

平
へ
お
預
け
と
さ
れ
て
い
た
。
子
息
も
蟄
居
し
て
い
た
が
、
安
政
三
年
に
は
一
味
の
武
士
層
が
処
罰
さ
れ
、
引
き
続

い
て
郷
村
の
人
々
へ
と
及
ん
だ
。 

郷
村
関
係
者
に
は
同
年
正
月
二
七
日
に
処
分
が
発
せ
ら
れ
た
。
鷲
子
の
薄
井
一
族
、
馬
頭
の
星
、
北
条
、
大
子
の

増
子
民
部
、
大
宮
の
立
原
伝
十
ら
で
、
い
ず
れ
も
地
方
に
お
け
る
豪
商
、
豪
農
、
有
力
者
で
あ
り
藩
重
臣
層
と
結
び

つ
い
て
強
大
な
力
を
持
っ
て
い
た
。
当
地
方
で
は
そ
の
一
人
に
寺
門
登
一
郎
が
い
る
。
彼
ら
一
同
へ
は
入
牢
、
揚
屋

入
、
同
役
預
け
な
ど
が
達
せ
ら
れ
結
城
派
一
味
と
し
て
藩
政
よ
り
追
放
さ
れ
た
。
こ
の
動
き
は
さ
ら
に
続
き
、
四
月

に
入
る
と
寅
寿
ら
へ
死
罪
が
命
じ
ら
れ
、
翌
四
年
八
月
ま
で
武
士
層
は
次
々
と
処
刑
さ
れ
、
郷
村
勢
へ
も
八
月
一
○

日
に
、
身
分
剥
脱
、
追
放
な
ど
重
い
処
分
が
出
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
政
争
で
負
け
た
人
々
へ
の
弾
圧
が
、
も
し
再
び

逆
の
立
場
に
な
れ
た
場
合
、
強
い
反
動
と
し
て
尊
攘
派
へ
返
っ
て
い
く
事
は
充
分
に
予
測
さ
れ
た
。 

世
情
も
攘
夷
実
行
論
が
先
行
し
た
。
開
国
問
題
と
将
軍
継
嗣
で
斉
昭
と
井
伊
直
弼
が
対
立
、
大
老
就
任
し
た
直
弼

の
方
針
を
斉
昭
ら
は
「
違
勅
」
と
攻
め
、
や
が
て
朝
廷
ま
で
巻
き
込
ん
だ
騒
動
は
、「
安
政
の
大
獄
」
を
ま
ね
い
た
。

こ
の
時
に
も
、
斉
昭
の
為
と
し
て
水
戸
領
内
か
ら
各
層
の
人
々
が
江
戸
を
始
め
京
都
や
各
地
を
奔
走
し
た
。
こ
の
動

き
は
結
局
桜
田
門
外
で
井
伊
直
弼
を
暗
殺
す
る
ま
で
に
至
っ
っ
た
。
水
戸
の
尊
攘
派
は
長
州
藩
士
と
の
間
に
「
成
破

の
盟
約
」
を
結
び
、
東
禅
寺
事
件
、
坂
下
門
外
の
変
な
ど
積
極
的
に
動
き
廻
っ
た
。 

朝
廷
も
攘
夷
論
で
あ
っ
た
。
文
久
に
入
る
と
将
軍
へ
そ
れ
を
強
く
迫
る
よ
う
に
な
り
、
三
年
に
は
将
軍
は
水
戸
藩

主
徳
川
慶
篤
ら
を
率
い
て
上
京
、
攘
夷
の
祈
願
が
行
な
わ
れ
た
。「
攘
夷
実
行
」
は
朝
幕
の
一
致
し
た
方
針
と
な
り
、

各
藩
の
尊
攘
派
も
そ
の
対
応
の
準
備
を
進
め
た
。
特
に
水
戸
は
郷
村
の
尊
攘
派
迄
も
い
よ
い
よ
時
期
到
来
と
し
て
、

多
く
の
人
々
が
行
動
を
始
め
た
。 

し
か
し
、
八
月
一
八
日
、
宮
中
ク
ー
デ
タ
ー
が
公
武
合
体
派
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
、
尊
攘
派
は
大
打
撃
を
受
け
た
。

長
州
藩
は
孤
立
、
天
誅
組
や
但
馬
生
野
の
変
が
起
こ
り
、
幕
府
以
下
各
藩
が
攘
夷
を
行
う
と
い
う
事
が
不
確
定
な
も

の
と
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
結
果
、
つ
い
に
独
自
に
攘
夷
を
実
行
す
る
と
し
て
挙
兵
し
た
の
が
、
水
戸
の
尊
攘
激
派

の
人
々
で
あ
っ
た
。 

水
戸
領
内
の
郷
校
、
内
で
も
小
川
、
潮
来
、
湊
三
校
に
屯
集
し
て
い
た
有
志
が
、
藤
田
小
四
郎
、
竹
内
百
太
郎
ら

に
率
い
ら
れ
、
水
戸
町
奉
行
の
田
丸
稲
之
右
衛
門
を
押
し
立
て
て
元
治
元
年
三
月
に
筑
波
山
へ
挙
兵
、
広
く
有
志
を

募
っ
た
。
郷
村
か
ら
参
加
す
る
者
、
全
国
か
ら
集
ま
る
者
が
増
加
、
約
一
干
名
に
も
ふ
く
れ
上
っ
た
。
幕
府
が
こ
の

動
き
に
各
藩
へ
追
討
を
命
じ
る
頃
、
水
戸
表
の
重
臣
層
は
、
郷
民
ま
で
含
め
て
八
百
名
余
が
江
戸
へ
上
り
、
主
力
と

な
っ
た
弘
道
館
学
生
ら
（
諸
生
）
の
名
か
ら
や
が
て
「
諸
生
」
と
称
さ
れ
て
い
っ
た
。
一
行
は
江
戸
で
藩
主
に
謀
り
、

次
々
と
要
職
を
占
め
、
筑
波
勢
追
討
を
決
定
し
た
。
筑
波
勢
は
「
天
狗
」
と
名
乗
っ
た
が
、
も
と
も
と
尊
攘
派
が
「
天

狗
と
は
義
勇
の
あ
る
者
が
超
人
的
行
為
も
行
う
正
義
の
名
称
」
と
し
て
使
用
し
た
名
で
あ
る
。 

こ
の
時
、
水
戸
に
残
っ
て
い
た
尊
攘
派
は
、
鎮
・
激
両
派
と
も
そ
の
主
力
で
あ
っ
た
が
、
江
戸
屋
敷
の
政
変
に
驚

き
、
そ
れ
ぞ
れ
手
勢
を
率
い
て
南
上
し
た
。
榊
原
新
左
衛
門
、
武
田
耕
雲
斉
、
鳥
居
瀬
兵
衛
ら
重
臣
の
各
隊
、
郡
奉

行
の
小
田
部
幸
吉
、
村
田
理
介
、
真
木
彦
之
進
、
寺
社
奉
行
の
中
山
民
部
隊
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
隊
は
そ
の
一
族
、

支
配
下
の
者
、
同
調
者
、
倍
臣
を
率
い
て
い
た
。
郷
村
の
尊
攘
派
は
こ
の
時
大
部
分
が
南
上
し
た
。
筑
波
挙
兵
、
南

上
組
、
在
村
組
な
ど
こ
の
地
方
の
尊
攘
派
は
後
に
一
括
呈
示
す
る
。 

諸
生
を
追
っ
て
南
上
し
た
天
狗
が
、
江
戸
の
水
戸
藩
の
政
庁
を
再
び
握
る
頃
、
筑
波
勢
と
追
討
に
出
た
諸
生
の
市

川
三
左
衛
門
隊
は
幕
府
の
正
規
軍
と
共
に
合
戦
を
始
め
て
い
た
。
こ
の
時
負
け
た
諸
生
が
水
戸
へ
も
ど
り
、
天
狗
の

家
族
を
捕
え
だ
す
と
挙
兵
隊
は
攘
夷
実
行
の
前
に
水
戸
表
の
奪
還
を
目
論
ん
で
山
を
降
り
た
。
領
内
は
大
混
乱
と
な

っ
た
為
、
慶
篤
は
名
代
と
し
て
支
藩
宍
戸
藩
主
松
平
大
炊
守
頼
徳
を
平
定
の
目
的
で
水
戸
へ
遣
わ
し
た
。
こ
れ
に
尊

攘
派
の
各
部
隊
が
従
っ
た
の
で
、
目
代
を
大
将
と
し
た
天
狗
軍
、
幕
府
の
命
に
よ
っ
て
行
動
す
る
諸
生
軍
が
対
立
し

て
い
っ
た
。
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
主
命
に
従
っ
て
い
る
と
い
う
自
負
が
あ
っ
た
。
自
己
の
立
場
に
正
統
性
が
あ
る
と
思

(3) 
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っ
た
こ
と
で
、
両
軍
の
合
戦
は
激
し
か
っ
た
。 

三 町
内
旧
村
に
お
け
る
尊
攘
派
の
人
々
の
様
子
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
纏
め
ら
れ
る
。
ま
ず
こ
の
表
記
方
法
を
示
す

と
、
村
ご
と
に
、
出
身
者
、
明
治
七
年
に
居
住
し
て
い
た
者
、
村
内
に
関
係
者
が
い
た
者
を
あ
げ
た
。
現
在
知
ら
れ

て
い
る
文
献
に
よ
っ
て
関
係
者
と
推
測
さ
れ
得
る
者
ま
で
含
め
て
一
括
し
た
。
勿
論
今
後
の
調
査
に
よ
っ
て
、
そ
の

出
身
等
が
不
明
な
も
の
が
明
ら
か
に
な
る
反
面
、
同
一
人
物
が
重
複
し
て
い
た
り
、
当
町
に
無
関
係
だ
っ
た
者
が
出

る
か
も
し
れ
な
い
。
更
に
村
に
よ
っ
て
は
新
た
な
尊
攘
派
が
存
在
し
て
い
た
事
も
明
確
に
な
る
。
こ
の
資
料
は
そ
の

た
た
き
台
と
も
い
え
る
。
履
歴
、
行
動
、
業
績
、
格
式
（
身
分
）
、
生
死
の
別
等
々
も
今
後
一
層
詳
細
に
さ
れ
て
い

く
と
考
え
ら
れ
る
。 

ま
ず
姓
名
は
知
リ
得
る
事
の
で
き
た
総
て
を
記
し
た
。
出
典
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
れ
ば
、
同
一
人
と
思
わ
れ
る

場
合
も
入
れ
た
。
元
治
元
年
以
前
、
尊
攘
派
と
し
て
の
行
動
が
あ
っ
た
場
合
は
そ
れ
を
示
し
た
。
弘
化
年
間
、
安
政

年
間
の
南
上
、
奔
走
と
は
、
斉
昭
の
処
分
に
対
し
そ
の
宥
免
を
願
っ
て
行
動
し
た
様
子
を
示
し
た
。
文
久
三
年
に
水

戸
藩
主
徳
川
慶
篤
が
、
将
軍
に
従
っ
て
京
都
へ
上
る
が
、
そ
の
時
同
行
し
た
郷
村
の
人
々
が
あ
っ
た
。
上
京
し
京
都

へ
留
ま
っ
た
人
、
帰
国
し
た
人
、
江
戸
ま
で
帰
っ
た
人
な
ど
そ
の
行
動
の
別
を
示
し
た
。
元
治
以
後
は
、
筑
波
へ
挙

兵
し
た
場
合
と
、
南
上
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
誰
に
従
っ
た
か
を
明
記
し
た
。
そ
の
後
、
尊
攘
派
の
大
部
分
は
松
平

頼
徳
に
従
っ
て
那
珂
湊
へ
屯
集
、
以
後
各
地
で
の
戦
闘
の
実
態
と
戦
死
者
、
脱
走
者
、
捕
縛
さ
れ
た
者
な
ど
を
示
し

た
。
特
に
郷
村
出
身
者
で
結
成
さ
れ
、
大
津
彦
之
進
に
従
っ
て
県
北
方
面
平
定
を
目
論
ん
だ
集
団
が
あ
っ
た
が
、
湊

―
助
川
―
太
田
―
中
染
な
ど
の
各
地
方
を
廻
わ
る
内
、
合
戦
で
犠
牲
に
な
っ
て
い
く
者
を
あ
げ
た
。
戦
況
が
尊
攘
派

に
不
利
に
な
る
と
、
頼
徳
が
降
伏
す
る
の
で
、
そ
の
後
に
続
い
た
者
が
多
数
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
者
が
ど
こ
に
預
け

ら
れ
た
か
を
示
し
た
。
初
め
に
高
崎
、
佐
倉
、
関
宿
の
三
藩
に
預
け
ら
れ
、
一
一
月
一
五
日
ま
で
に
二
二
藩
に
分
預

さ
れ
た
。
高
崎
藩
は
銚
子
が
領
地
で
あ
っ
た
の
で
高
崎
と
記
さ
ず
銚
子
と
し
た
。
そ
の
町
内
出
身
者
に
関
し
た
大
名

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

上
州
高
崎    

松
平
右
京
亮     

八
万
二
千
石 

下
総
関
宿 

久
世
鎌
吉 

 

四
万
八
千
石 

三
州
西
大
平  

大
岡
越
前
守 

 

一
万
石
（
こ
れ
も
飛
地
の
島
野
村
預
） 

下
総
高
岡 

井
上
筑
後
守 

 

一
万
石 

武
州
川
越 

松
平
大
和
守 

 

十
七
万
石 

上
総
請
西 

林
肥
後
守 

 

一
万
石 

下
総
佐
倉 

堀
田
相
模
守 

 

十
万
石 

上
総
大
多
喜  

松
平
弾
正
忠 

 

二
万
石 

さ
ら
に
降
伏
し
た
一
派
と
別
れ
、
武
田
や
藤
田
と
共
に
、
当
時
京
都
に
あ
っ
た
一
橋
慶
喜
に
歎
願
の
為
に
西
上
し

た
一
隊
が
あ
っ
た
。
し
か
し
一
行
は
そ
の
志
を
と
げ
ら
れ
ず
越
前
で
金
沢
藩
に
降
っ
た
。
敦
賀
に
幽
閉
さ
れ
て
刑
死
、 

獄
・
病
死
、
預
け
な
ど
各
様
の
処
分
が
あ
っ
た
。
各
藩
に
預
け
ら
れ
た
者
達
も
同
様
の
扱
い
を
う
け
て
い
く
、
佃
は

江
戸
の
獄
、
赤
沼
は
水
戸
の
獄
で
あ
る
。
救
と
あ
る
の
は
赦
免
さ
れ
帰
国
（
村
）
が
許
さ
れ
た
者
。
戦
死
、
獄
死
は

文
字
ど
お
り
で
あ
る
が
、
病
死
と
獄
死
の
ち
が
い
は
原
本
に
よ
っ
て
区
別
し
た
の
み
で
あ
る
。
脱
走
と
あ
る
の
は
身

柄
を
隠
す
為
、
追
手
を
逃
れ
る
為
等
の
行
動
で
あ
っ
た
ろ
う
。 

更
に
、
明
治
維
新
後
に
お
け
る
行
動
も
示
し
た
。
諸
生
を
追
っ
て
奥
州
白
川
、
北
越
へ
の
出
兵
、
諸
生
を
迎
え
て

の
弘
道
館
で
の
合
戦
か
ら
、
銚
子
、
八
日
市
場
方
面
へ
の
追
討
、
最
後
は
函
館
ま
で
出
陣
し
た
例
を
示
し
た
。
数
字

は
出
典
の
別
で
あ
る
。
①
「
勤
王
殉
国
事
蹟
」
。
②
『
天
狗
党
殉
難
者
名
簿
』（
そ
の
中
で
の
出
典
は
示
し
て
な
い
）
。

③
『
士
民
諸
侯
御
預
姓
名
録
」。
④
は
那
珂
町
中
台
、
石
川
家
史
料
で
あ
る
。（  

）
は
身
分
を
示
し
た
が
、
格
式
の

明
確
と
思
わ
れ
る
者
に
か
ぎ
っ
た
。
身
分
に
関
し
て
は
、
充
分
に
調
査
が
な
さ
れ
ず
今
後
を
期
し
た
い
。 

(5) 

(4) 
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村
で
切
腹
、
村
か
ら
戦
場
へ
出
向
く
者
な
ど
も
示
し
た
。
当
町
内
で
の
尊
攘
派
の
行
動
は
こ
う
し
て
ほ
ぼ
明
ら
か

に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
の
全
体
的
な
行
動
の
中
で
、
郷
村
出
身
者
の
位
置
や
思
想
な
ど
を
述
べ
る
事
は
可
能
と
な
っ

て
い
る
。 

本
米
崎 

稲
川
弥
八  
筑
波
挙
兵
―
敦
賀
（
病
没
）
① 

②
の
稲
川
大
介
と
同
一
人
か 

佐
川
礼
一
幸
蔵  
居
村
―
湊
―
銚
子
（
赦
）
―
白
川
―
弘
道
館
① 

関
謙
之
介
光
貞  

小
田
部
と
南
上
―
湊
―
関
宿
―
請
西
（
赦
）
① 

田
口
所
一
郎
惟
昇  

小
田
部
と
南
上
―
湊
―
銚
子
（
赦
）
―
白
川
―
弘
道
館
① 

福
池
謙
助
謙
直  

小
田
部
と
南
上
―
湊
―
銚
子
―
島
野
―
佃
（
病
没
）
① 

③
で
は
一
時
関
宿
預 

福
地
理
衛
門
敏
慎  

弘
化
年
間
南
上
。
元
治
、
村
―
湊
―
銚
子
（
赦
）
―
白
川
①
（
郷
士
） 

海
後
大
和
宗
弘  

敦
賀
（
刑
死
）
②
（
神
宮
） 

大
岳
大
助
（
太
介
）  

敦
賀
（
刑
死
） 
大
出
大
介
と
も
あ
リ
② 

海
野
剛
蔵  

関
宿
―
高
岡
③
（
神
官
） 

海
後
弃
蔵  

関
宿
―
吉
岡
③
（
神
宮
） 

大
介
（
大
分
新
介
）  

敦
賀
（
刑
死
）
④ 

向
山
（
未
詳
） 

横
堀 中

庭
直
三
郎  

武
田
と
南
上
―
湊
―
敦
賀
（
刑
死
）
① 

②
で
は
国
分
新
太
郎
に
従
う
と
あ
り 

堤 

多
賀
野
義
博  

弘
化
年
間
南
上
。
元
治
、
居
村
に
て
斬
死
①
（
神
宮
） 

多
賀
野
美
濃
博
知  

義
博
の
子
、
弘
化
・
安
政
年
間
奔
走
。
元
治
、
中
山
民
部
と
南
上
―
湊
―
関
宿
―
高
岡
（
病

没
）
①
（
神
呂
） 

杉 

木
村
辰
吉
（
獄
死
）
② 

額
田
北
郷 

岩
佐
登
十
郎
一
貫  

浅
田
富
之
允
と
南
上
―
湊
―
銚
子
―
佃
（
病
没
）
① 

寺
門
治
平
教
保  

弘
化
・
安
政
年
間
南
上
。
元
治
榊
原
と
南
上
―
湊
―
水
戸
城
下
で
捕
、
親
類
預
け
―
白
川
―
弘

道
館
① 

中
島
兵
部
又
法  

榊
原
と
南
上
―
湊
―
関
宿
―
高
岡
（
病
死
）
①  

額
田
南
郷
（
未
詳
） 

額
田
東
郷 

助
川
千
之
允
敬
政  

下
総
関
宿
出
生
、
桜
井
伊
兵
衛
長
男
。
小
池
千
太
郎
と
南
上
―
湊
―
佃
（
赦
）
―
白
川
―
越

後
① 

③
で
は
一
時
佐
原
―
長
瀞
預
、
小
池
金
（
干
）
太
郎
家
来
と
あ
り 

秋
野
源
兵
衛  

林
正
徳
に
従
い
敦
賀
（
刑
死
）
② 

額
田
の
み 

福
田
弥
一
郎 

（
獄
死
）
② 

弥
市
郎  

捕
（
赦
）
③ 

門
部 小

田
倉
清
介
隆
資  

榊
原
と
南
上
―
湊
―
中
染
―
島
で
捕
（
獄
死
）
① 

（
大
津
に
従
う
か
） 

小
田
倉
捨
吉
隆
義 

隆
資
の
弟  

榊
原
と
南
上
―
湊
―
銚
子
―
川
越
（
病
死
）
① 

楠
見
長
右
衛
門
長
信  

槻
原
と
南
上
―
湊
―
和
久
で
捕
（
獄
死
）
① 

（
大
津
に
従
う
か
） 

中
井
川
梅
吉
（
八
郎
）
秀
昭  

安
政
五
年
南
上
。
元
治
南
上
―
湊
―
大
津
に
従
い
助
川
、
中
染
―
棚
倉
で
捕
―
赤

a旬 
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沼
（
獄
死
）
① 

中
井
川
時
之
介
（
雅
楽
之
介
）
篤
孝  

安
政
年
間
南
上
、
文
久
三
年
上
京
―
江
戸
。
元
治
江
戸
―
湊
―
潜
伏
す
―

白
川
―
弘
道
館
―
八
日
市
場
① 

小
田
倉
普
介  

湊
よ
リ
脱
走
③ 

鹿
島 井

坂
善
吉
（
久
蔵
）
通
寛  

安
政
年
間
南
上
、
文
久
三
年
上
京
。
元
治
南
上
―
湊
―
関
宿
―
請
西
―
佃
（
赦
）
―

白
川
① 

中
崎
亀
次
郎
（
貞
介
）
隆
憲  

箕
村
出
生
、
岩
間
荘
衛
門
次
男
。
安
政
年
間
南
上
。
文
久
三
年
上
京
。
元
治
湊
―

敦
賀
（
刑
死
）
①  

②
で
は
田
丸
稲
之
衛
門
に
従
う
と
あ
り 

箕
川
丑
吉
（
新
八
）
義
忠  

武
田
と
南
上
―
湊
―
敦
賀
（
禁
鋼
―
赦
）
―
越
後
① 

赤
穂
志
定
吉  

佃
（
獄
死
）
② 

高
畑
謙
介  

湊
―
助
川
③
（
大
津
に
従
う
か
） 

中
崎
左
馬
之
介  

元
治
年
間
戦
場
よ
り
脱
走
③ 

南
酒
出 

今
瀬
来
目
之
介
清
穆  

福
田
村
出
生
。
安
政
年
間
南
上
。
元
治
上
京
―
明
治
元
年
帰
国
―
白
川
①
（
神
宮
） 

片
岡
仙
太
郎
喜
衛
門  

元
治
、
居
村
に
て
諸
生
派
に
囲
ま
れ
切
腹
① 

片
岡
仙
太
郎
慶
七 

喜
衛
門
の
子
。
武
田
と
南
上
―
湊
―
西
上
し
敦
賀
―
水
戸
（
獄
死
）
① 

近
藤
寅
之
介
諦
諄  

南
上
―
湊
―
塩
ヶ
崎
で
捕
（
獄
死
）
① 

修
験
）。
②
に
は
神
宮
、
大
乗
院
光
政
諦
諄
と
あ
り 

近
藤
軍
太
郎  

諦
諄
の
子
。
南
上
―
湊
―
大
津
に
従
い
助
川
で
捕
（
獄
死
）
① 

（
修
験
）
。
②
に
は
神
宮
、
近
藤

光
次
と
あ
り 

近
藤
弁
之
介 

部
田
野
（
戦
死
）
② 

（
修
験
） 

池
島
源
右
衛
門  

戦
場
よ
り
脱
走
③ 

池
島
東
七
郎  

戦
場
よ
り
脱
走
③ 

池
島
八
郎  

助
川
参
戦
③ 

池
島
丈
介  

助
川
参
戦
③  

酒
出
の
み 

池
島
左
衛
門  

助
川
参
戦
③  

酒
出
の
み 

北
酒
出 

鈴
木
造
酒
蔵
（
喜
兵
衛
・
純
明
）
穂
積  

梶
清
治
衛
門
と
南
上
―
湊
―
銚
子
（
赦
）
―
白
川
① 

荘
司
文
左
衛
門  

小
菅
村
（
戦
死
）
② 

鈴
木
勘
次
郎  

湊
（
戦
死
）
② 

高
崎
新
兵
衛
（
宮
崎
・
高
島
・
新
助
・
荘
三
郎
な
ど
） 

敦
賀
（
刑
死
）
② 

新
介
（
高
崎
新
介
） 

敦
賀
（
刑
死
）
④ 

酒
出
の
み 

啓
七
（
片
岡
啓
七
） 

敦
賀
―
水
戸
④ 

豊
喰
新
田
（
未
詳
） 

西
木
倉
（
未
詳
） 

東
木
倉 

後
藤
圭
太
郎
（
雄
三
郎
）
雄  

元
治
元
年
四
月
上
京
―
明
治
元
年
帰
国
―
白
川
―
越
後
① 

（
郷
士
） 

中
台 石

川
滝
三
和
為  

青
柳
出
生  

明
治
元
年
馬
頭
―
弘
道
館
―
函
館
① 

寺
門
晋
一
郎
暁
正  

飯
田
出
生  

明
治
元
年
弘
道
館
―
八
日
市
場
―
函
館
① 

寺
門
誠
兵
衛
行
道  

明
治
元
年
弘
道
館
―
函
館
① 
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山
田
孝
衛
門
行
敬  

明
治
元
年
弘
道
館
―
函
館
① 

後
台 海

野
長
二
郎
儀
孝  

真
木
彦
之
進
と
南
上
―
湊
―
関
宿
（
病
没
）
① 

鴨
志
田
栄
次
郎
守
忠  

林
五
郎
三
郎
と
潮
来
屯
集
―
湊
―
西
上
し
敦
賀
（
赦
）
―
白
川
① 

小
阿
久
津
欽
之
介
欽
吾  

鳥
居
瀬
兵
衛
と
南
上
―
湊
―
佐
倉
（
赦
）
―
白
川
―
北
越
① 

（
修
験
） 

③
で
は
栗
田

八
郎
兵
衛
家
来
と
あ
り 

鈴
木
重
衛
門
知
重  
南
上
―
湊
―
水
戸
（
戦
死
）
① 

鈴
木
次
郎
左
衛
門
敏
信  
元
治
元
年
四
月
上
京
―
明
治
元
年
帰
国
―
北
越
① 

（
郷
士
か
） 

塙
鉄
太
郎
正
忠  

水
戸
城
下
出
生  

真
木
と
南
上
―
湊
―
佐
倉
―
大
多
喜
（
赦
）
① 

増
子
次
衛
門
義
利  

安
政
年
間
南
上
。
元
治
南
上
―
湊
―
合
戦
中
捕
親
族
預
―
慶
応
二
年
上
京
―
明
治
元
年
帰
国

―
白
川
―
弘
道
館
① 

蔵
之
介  

西
中
根
で
捕
③ 

菅
谷 小

宅
三
左
衛
門
住  

文
久
三
年
上
京
―
明
治
元
年
帰
国
―
白
川
―
弘
道
館
―
八
日
市
場
① 

（
郷
士
） 

川
又
新
蔵  

岩
間
で
捕
―
笠
間
―
真
岡
（
刑
死
）
① 

柏
村
勝
三
郎
義
長  

敦
賀
―
水
戸
（
獄
死
）
② 

加
藤
勘
七
為
義  

銚
子
（
獄
死
か
）
② 

勝
次
郎 

（
獄
死
）
② 

勝
衛
門  

敦
賀
（
預
）
④ 

辰
吉  

敦
賀
（
預
）
④ 

福
田 鈴

木
主
税
、
田
中
に
従
う
―
棚
倉
（
刑
死
）
② 

（
神
官
） 

飯
田 快

心  

銚
子
―
江
戸
（
獄
死
）
② 

（
僧
侶
） 

鴻
巣 会

沢
恒
雄
（
寿
貞
）
徳
善  

安
政
年
間
南
上
、
文
久
三
年
上
京
―
江
戸
。
頼
徳
に
従
い
湊
―
関
宿
―
佃
（
赦
）
―

弘
道
館
―
八
日
市
場
① 

（
郷
医
） 

秋
葉
雄
四
郎
（
久
三
）
義
国  

安
政
年
間
南
上
、
文
久
三
年
上
京
―
江
戸
。
頼
徳
に
従
い
湊
―
銚
子
（
赦
）
―
弘

道
館
① 

小
野
瀬
新
次
郎
新
左
衛
門  

江
戸
―
湊
―
助
川
か
ら
脱
走
―
上
京
。
明
治
元
年
帰
国
―
白
川
① 

河
井
甚
蔵  

六
月
江
戸
―
上
京
。
明
治
元
年
帰
国
―
弘
道
館
① 

木
村
熊
吉
富
重  

南
上
―
湊
―
戦
場
で
捕
直
後
赦
帰
村
―
弘
道
館
① 

（
神
宮
） 

③
で
は
脱
走 

豊
田
彦
之
亟
重
則 

田
丸
に
従
い
湊
（
戦
死
）
① 

海
野
徳
之
進  

小
川
源
六
郎
家
来  

佐
倉
（
赦
）
③ 

大
内
政
平  

銚
子
預
③ 

会
沢
常
（
恒
）
夫 

関
宿
預
③ 

（
郷
医
） 

先
崎
半
七  

戦
場
よ
り
脱
走
③ 

戸
崎
（
未
詳
） 

下
江
戸 

小
貫
儀
十
郎
吉
高  

南
上
―
湊
―
佐
倉
―
佃
（
赦
）
―
北
越
① 

小
貫
寅
吉
（
新
七
）
通
行  

南
上
― 

佐
倉
―
佃
（
赦
）
① 

小
貫
栄
什
清
明  

弘
化
年
間
南
上
―
安
政
二
年
江
戸
（
病
没
）
① 

-59- 
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小
貫
藤
蔵
東  

弘
化
年
間
奔
走
。
南
上
―
湊
―
関
宿
―
佃
（
赦
）
① 

小
貫
善
兵
衛
道
房  

南
上
―
湊
―
関
宿
（
病
没
）
① 

斎
藤
且
之
允
（
園
介
）
道
照  

南
上
―
湊
―
佐
倉
―
佃
（
赦
）
白
川
① 

③
に
は
永
岡
勇
次
郎
家
来
と
あ
り 

小
貫
仁
兵
衛
昌
蕃  

真
木
と
南
上
―
湊
―
小
泉
（
戦
死
）
② 

（
郷
士
の
子
） 

小
貫
忠
蔵  
銚
子
―
川
越
③ 

（
南
郡
吏
） 

小
貫
藤
蔵  

関
宿
③ 

三
代
松
（
斉
藤
三
代
松
） 

敦
賀
―
彦
根
（
預
）
④ 

田
崎 木

田
伊
豫
之
介
政
由  

水
戸
（
獄
死
）
② 

（
神
宮
） 

大
内 秋

山
為
之
介
惟
善  

文
久
三
年
上
京
（
病
投
）
① 

秋
山
吉
左
衛
門
信
敏  

南
上
―
湊
―
銚
子
―
関
宿
―
佃
（
病
没
）
① 

戸 

檜
山
吉
郎
兵
衛
卓
辰  

関
宿
―
佃
（
獄
死
）
②  

金
沢
要
人
一
永  

田
丸
に
従
い
敦
賀
（
刑
死
）
② 

 

こ
れ
ら
の
人
々
は
、 

現
在
の
所
判
明
し
た
分
で
あ
る
。
郡
別
図
に
旧
村
ご
と
に
ま
と
め
て
人
数
の
み
記
し
て
お

い
た
。 

今
後
こ
の
数
は
増
加
す
る
と
思
わ
れ
る
。 

四 次
に
当
地
方
の
諸
生
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。 

筑
波
挙
兵
後
の
尊
攘
派
は
「
天
狗
」
と
し
て
居
村
を
出
る
者
が

続
出
し
、
残
っ
た
者
は
わ
ず
か
で
あ
っ
た
。
武
力
抗
争
が
本
格
化
す
る
に
つ
れ
、
多
く
の
領
民
は
当
時
の
藩
政
担
当

者
と
な
っ
た
諸
生
の
命
に
従
っ
た
の
で
、
形
式
上
は
諸
生
派
民
衆
勢
力
と
な
っ
て
い
っ
た
。
七
月
頃
に
は
村
々
に
「
評

定
所
詰
合
諸
生
」
の
名
を
も
っ
て
次
々
に
達
し
が
届
く
よ
う
に
な
る
。 

特
に
、
野
口
郷
校
に
屯
集
し
た
田
中
愿
蔵

隊
は
天
狗
各
隊
中
で
、
略
奪
、
粗
暴
な
ど
の
「
悪
名
」
が
高
か
っ
た
の
で
、
こ
の
地
方
の
村
々
は
そ
れ
に
対
抗
す
る

必
要
も
あ
っ
た
。
幕
府
の
命
も
、
出
張
し
て
い
る
田
沼
総
督
を
通
じ
、
水
戸
藩
庁
か
ら
布
達
さ
れ
た
。 

概
し
て
述

べ
れ
ば
村
役
人
、
郷
士
ら
は
村
民
を
率
い
て
そ
の
幕
命
に
従
っ
て
い
く
事
に
な
る
。 

諸
生
派
の
組
織
は
、
本
隊
、
先
ノ
一
備
、
先
ノ
二
備
か
ら
成
リ
、
本
隊
中
の
一
一
番
組
は
太
田
守
備
が
重
要
な
任

務
で
あ
っ
た
。
郷
村
の
勢
力
は
、
水
戸
城
下
詰
、
太
田
郷
校
詰
、
居
村
守
備
隊
、
実
戦
隊
な
ど
と
分
け
ら
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
独
自
に
行
動
し
た
リ
、
諸
生
各
隊
に
付
属
し
た
り
し
て
行
動
す
る
な
ど
様
々
な
形
態
が
み
ら
れ
た
。
時
に
は
近

在
の
郷
士
の
指
揮
下
に
入
っ
た
り
、
又
集
合
地
の
別
に
よ
っ
て
役
目
が
振
り
分
け
ら
れ
、
指
揮
者
も
一
様
で
な
か
っ

た
例
も
あ
る
。
村
々
で
そ
の
行
動
は
異
な
り
、
個
人
的
に
も
合
戦
場
で
徴
発
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。 

こ
の
地
方
に
お
い
て
は
、「
鯉
淵
勢
」「
河
和
田
勢
」「
薄
井
隊
」「
馬
頭
勢
」
の
よ
う
に
、
村
々
が
連
合
し
集
団
と

し
て
の
行
動
を
と
っ
た
か
ど
う
か
現
在
ま
だ
不
詳
で
あ
る
。
水
戸
城
下
詰
と
太
田
詰
と
は
ど
こ
で
分
け
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
太
田
に
詰
め
た
郷
民
は
、
郷
士
級
の
指
揮
を
受
け
、
県
北
中
心
に
活
躍
し
、
水
戸
城
下
に
お
い
て

は
、
諸
生
本
隊
に
従
っ
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
。
九
月
五
日
天
狗
勢
に
焼
か
れ
た
と
い
う
常
福
寺
の
合
戦
に
関
連
し

た
史
料
の
発
掘
が
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
額
田
周
辺
で
の
村
々
の
実
態
は
よ
り
明
確
な
も
の
と
な
ろ
う
。 

現
在
、
当
地
方
の
諸
生
派
民
衆
の
姿
を
示
す
史
料
は
皆
無
に
近
い
が
、
今
後
も
同
様
と
は
思
え
な
い
。 

最
後
に
、
当
地
方
の
「
結
城
派
」
だ
っ
た
寺
門
勢
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。
寺
門
登
一
郎
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
筆
者
は
触
れ
た
事
が
あ
る
。
彼
を
「
額
田
の
阿
弥
陀
寺
の
門
前
に
た
む
ろ
す
る
無
頼
の
徒
で
た
ま
た
ま
天
狗
騒
動

に
手
下
を
率
い
て
参
加
し
、
兇
悪
で
惨
酷
な
ふ
る
ま
い
の
人
物
」
と
い
う
よ
う
な
記
録
と
伝
承
の
い
く
つ
か
に
対
し

て
疑
問
を
提
出
し
、
正
確
な
位
置
付
け
を
し
た
と
確
信
し
て
い
る
。
一
応
整
理
し
て
お
く
。 

(6) 

(7) 
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ま
ず
登
一
郎
の
出
自
に
つ
い
て
。
額
田
村
の
村
役
人
を
勤
め
て
お
り
、
水
戸
藩
の
保
守
派
、
結
城
派
と
強
い
つ
な

が
り
が
有
っ
た
事
か
ら
、
資
産
も
あ
り
、
人
脈
も
各
村
々
で
の
有
力
者
と
肩
を
な
ら
べ
る
格
式
を
持
ち
得
る
家
柄
で

あ
っ
た
と
い
う
事
、
こ
れ
は
す
で
に
前
述
し
た
い
く
つ
か
の
例
で
明
確
で
あ
ろ
う
。 

つ
い
で
安
政
期
、
結
城
派
一
味
と
し
て
郷
村
関
係
者
も
処
罰
さ
れ
た
が
、
登
一
郎
へ
の
処
分
は
次
の
よ
う
で
あ
っ

た
。 安

政
三
年
正
月
二
七
日  

於
評
定
所 

入
牢 

    
額
田
北
郷
百
姓          

登
一
郎 

四
月
二
五
日 

出
牢
、
村
預
け
、
此
者
五
月
三
日
又
々
入
牢 

登
一
郎 

安
政
四
年
八
月
五
日 

額
田
村
百
姓            

登
一
郎 

右
之
者
谷
田
部
藤
七
郎
へ
相
固
不
束
之
所
行
有
之
付
江
戸
水
戸 

御
構
追
放
申
付
候
条
重
而
御
構
之
地
江
於
立
入
ハ
厳
重
可
申
付 

旨
可
申
渡
も
の
也 

こ
れ
に
よ
る
と
、
彼
の
安
政
期
の
行
動
が
推
定
さ
れ
て
く
る
。
す
で
に
当
時
登
一
郎
は
江
戸
に
あ
っ
て
、
藩
の
重

臣
層
と
一
味
に
な
っ
て
い
た
事
に
な
る
。
時
勢
の
流
れ
に
お
い
て
、
先
を
見
る
事
が
で
き
た
人
物
と
思
わ
れ
る
。
安

政
の
大
地
震
に
関
し
て
、
郷
村
か
ら
各
派
各
層
の
人
々
が
江
戸
へ
登
っ
て
い
る
が
、
登
一
郎
も
そ
の
機
会
を
と
ら
え

て
江
戸
へ
出
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
今
の
所
こ
れ
を
論
証
す
る
物
は
な
い
。 

結
城
寅
寿
が
松
平
屋
敷
へ
預
け
ら
れ
た
後
は
、
一
派
の
谷
田
部
藤
七
郎
の
命
に
よ
っ
て
行
動
し
て
い
た
。
だ
が
、

そ
の
後
元
治
元
年
に
登
一
郎
が
再
登
場
し
て
く
る
ま
で
の
行
動
は
不
詳
で
あ
る
。
額
田
で
監
禁
状
態
で
あ
っ
た
の
か
、

ど
こ
か
他
の
地
で
逼
塞
し
て
い
た
の
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
再
起
の
機
会
を
待
っ
て
い
た
。
後
世
の
記
録
に
そ
の
部
分

が
欠
け
て
い
る
の
は
天
狗
が
勝
利
者
と
な
っ
た
事
に
よ
る
。
又
こ
の
期
間
の
長
く
厳
し
か
っ
た
反
動
が
、
元
治
期
の

登
一
郎
の
行
動
を
、
強
大
に
し
た
原
因
で
、
尊
攘
派
へ
の
敵
愾
心
は
、「
負
け
ら
れ
ぬ
」
と
い
う
気
概
と
な
り
、
戦

場
で
の
活
躍
が
め
ざ
ま
し
か
っ
た
。
後
世
の
伝
説
的
な
行
動
も
そ
の
面
を
強
調
し
、
や
が
て
ゆ
が
め
ら
れ
て
伝
わ
っ

て
い
っ
た
。 

登
一
郎
が
太
田
へ
出
陣
し
、
周
辺
の
郷
民
を
率
い
て
の
行
動
は
拙
稿
「
幕
末
水
戸
藩
闘
争
に
お
け
る
諸
生
派
民
衆

兵
の
動
向
」
（「『
茨
城
県
立
歴
史
館
報
』
十
二
号
）
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
彼
の
明
治
期
の
行
動
も
同
様
で

あ
る
。 

以
上
の
よ
う
に
、
天
狗
に
く
ら
べ
諸
生
の
調
査
、
研
究
が
お
く
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
「
那
珂
町
史
」
に
よ
っ
て
正

し
く
分
析
さ
れ
て
い
く
事
を
楽
し
み
に
こ
の
稿
を
お
え
た
い
。 

 

注 ⑴ 

水
戸
藩
の
郷
士
制
は
、
古
く
は
佐
竹
家
の
遺
臣
や
土
着
の
豪
族
に
対
し
て
処
遇
さ
れ
た
。
中
期
に
は
豪
農
、
豪

商
が
藩
へ
の
献
金
に
よ
っ
て
郷
士
に
取
り
立
て
ら
れ
た
。
さ
ら
に
天
保
に
は
、
検
地
、
寺
社
改
革
な
ど
の
功
績
に

よ
っ
た
。
そ
の
後
は
、
天
狗
・
諸
生
共
に
自
派
へ
の
貢
献
度
に
よ
っ
て
格
式
が
与
え
ら
れ
た
の
で
、
そ
の
数
も
彪

大
に
な
っ
て
い
っ
た
。 

⑵ 

連
に
つ
い
て
は
、
瀬
谷
義
彦
氏
「
水
戸
藩
郷
士
の
史
的
研
究
」
を
、
又
幕
末
期
の
彼
ら
の
活
動
は
今
瀬
昭
夫
家

（
馬
頭
町
健
武
）
の
「
御
用
留
」
に
詳
し
い
。 

⑶ 

万
延
元
年
八
月
、
長
州
藩
の
桂
小
五
郎
ら
と
水
戸
の
西
丸
帯
刀
ら
の
聞
で
結
ぼ
れ
た
密
約
。「
丙
辰
丸
成
破
の
盟

約
」
と
称
さ
れ
た
。
水
戸
が
「
破
」
的
行
動
を
行
い
、
そ
の
後
に
長
州
が
動
い
て
幕
政
改
革
を
「
成
」
す
と
い
う

事
。
水
戸
は
そ
の
為
、
東
禅
寺
事
件
、
坂
下
門
外
の
変
な
ど
を
起
し
た
。
元
治
に
は
、
す
で
に
長
州
の
藩
論
が
変

(8) 
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わ
リ
、
水
戸
藩
と
同
一
の
道
を
進
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

⑷ 

天
狗
勢
が
各
藩
に
お
預
け
と
な
っ
た
が
、
そ
の
集
団
に
は
あ
る
ま
と
ま
り
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
身
分
、
出

身
地
な
ど
の
別
で
あ
る
。 

⑸
「
勤
王
殉
国
事
蹟
」
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
。
同
類
の
も
の
は
国
立
公
文
書
館
の
「
殉
難
死
節
履
歴
」
が
あ

る
。「
水
戸
藩
死
事
録
」
は
佐
々
木
克
校
訂
・
解
題
の
同
朋
舎
本
。「
天
狗
党
殉
難
者
名
簿
」
は
小
田
鉄
三
郎
者
。

「
石
川
家
史
料
」
と
は
、
那
珂
町
中
台
の
石
川
英
夫
氏
蔵
「
慶
応
元
年
乙
丑
三
月
廿
五
日
武
田
伊
賀
以
下
越
前
敦

賀
裁
決
之
筆
記
」
で
あ
る
。
石
川
家
史
料
は
、
「
水
戸
藩
史
料
」
の
引
用
文
献
を
訂
正
で
き
る
、
良
質
の
史
料
で

あ
る
。 

⑹
「
鯉
淵
勢
」
は
水
戸
領
鯉
淵
村
を
頭
村
と
し
、
近
在
五
○
数
ヶ
村
が
連
合
し
た
勢
力
。
自
衛
団
よ
り
発
生
し
、
や

が
て
戦
闘
集
団
と
な
っ
て
い
く
。「
河
和
田
勢
」
は
水
戸
域
近
く
の
河
和
田
村
を
頭
に
連
合
し
た
勢
力
。
「
薄
井
」

「
馬
頭
」
は
そ
れ
ぞ
れ
結
城
派
郷
士
が
郷
民
を
率
い
て
参
加
、
猟
師
以
下
を
加
え
た
強
力
な
軍
団
で
あ
っ
た
。 

⑺ 

拙
稿
「
幕
末
水
戸
藩
闘
争
に
お
け
る
諸
生
派
民
衆
兵
の
動
向
」（『
茨
城
県
立
歴
史
館
報
』
十
二
号
） 

⑻ 

小
宮
山
南
梁
「
南
梁
年
録
」
十
六
巻
、
二
十
巻 

 〔
付
記
〕 

本
稿
執
筆
後
、
大
子
一
高
教
諭
の
高
橋
裕
文
氏
（
那
珂
町
史
編
さ
ん
執
筆
委
員
）
と
「
天
狗
・
諸
生
」
の
郷
村
出

身
者
に
つ
い
て
話
し
合
う
機
会
が
あ
っ
た
。
氏
か
ら
町
史
編
さ
ん
の
調
査
中
、
額
田
の
「
安
政
三
年
額
田
北
郷
軒
別

書
上
帳
」（
寺
門
保
治
氏
蔵
）
に
寺
門
登
一
郎
の
妻
は
水
戸
藩
先
手
同
心
、
安
新
五
兵
衛
の
娘
で
あ
る
と
の
記
載
を

発
見
さ
れ
た
事
を
伺
っ
た
。
安
政
三
年
正
月
二
五
日
結
城
寅
寿
と
共
に
入
牢
を
命
じ
れ
た
者
に
先
手
同
心
安
新
五
兵

衛
（
安
栄
八
郎
と
も
加
筆
さ
れ
て
い
る
）
が
い
る
が
、
正
に
そ
の
人
物
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
登
一
郎

が
結
城
派
に
加
入
す
る
の
は
義
父
の
縁
に
よ
る
所
が
大
で
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
推
測
さ
れ
る
。
更
に
こ
じ
つ
け
る

と
安
政
元
年
か
ら
先
手
同
心
頭
は
友
部
八
太
郎
煕
正
で
大
沼
定
詰
と
な
っ
て
い
た
。
彼
は
諸
生
派
の
重
鎮
と
な
っ
て

い
く
人
物
で
あ
る
。
結
城
一
味
と
し
て
弟
八
五
郎
養
正
と
共
に
こ
の
時
や
は
り
処
罰
さ
れ
て
い
る
。
登
一
郎
が
水
戸

藩
士
の
も
と
へ
親
し
く
出
入
し
、
特
に
「
○
○
テ
ッ
ペ
イ
」
と
称
し
た
家
と
交
際
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
子
孫

寺
門
登
志
氏
談
）
が
、
八
太
郎
の
嫡
男
は
「
鉄
吉
」
と
称
し
た
。
一
つ
の
推
理
と
し
て
こ
ん
な
事
も
考
え
ら
れ
る
の

で
は
な
い
か
と
し
て
お
き
た
い
。
今
後
、
高
橋
氏
の
正
確
な
研
究
成
果
の
発
表
が
ま
た
れ
る
が
、
情
報
を
快
よ
く
伝

え
て
下
さ
っ
た
こ
と
に
感
謝
の
意
を
述
べ
て
お
き
た
い
。 

（
茨
城
県
立
歴
史
館
県
史
編
さ
ん
室
） 


